
※財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告については市が推奨するものではありません。内容については直接広告主へお問い合わせください。

対
象：【
特
定
健
診
】40
～
74
歳
の
国
民
健
康
保

険
加
入
者【
後
期
高
齢
者
健
診
】75
歳
以
上
の
方

（
一
定
の
障
害
の
あ
る
方
は
65
歳
以
上
）

持
ち
物：
受
診
券（
無
く
し
て
も
再
発
行
で
き
ま

す
）、
マ
イ
ナ
保
険
証
な
ど　

期
限：
1
月
31
日

（
土
）　
場
所：市
内
指
定
医
療
機
関

▼
健
康
課（
特
定
健
診
）　
☎
23‐３
５
１
５

▼
保
険
年
金
課（
後
期
高
齢
者
健
診
）

　
☎
23‐３
５
１
４

「
納
付
済
額
の
お
知
ら
せ（
社
会
保
険

料
控
除
用
）」を
発
送
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
令
和
７
年
分
納
付
済
額
の
お
知
ら
せ（
普

通
徴
収
分
）を
、
１
月
下
旬
に
納
付
義
務
者
へ
発

送
し
ま
す
。
ま
た
、
介
護
保
険
料
の
令
和
７
年

分
納
付
済
額
の
お
知
ら
せ（
普
通
徴
収
分
）を
、

２
月
上
旬
に
納
付
義
務
者
へ
発
送
し
ま
す
。
こ

れ
ら
の
保
険
税（
料
）金
額
は
、
確
定
申
告
や
市

県
民
税
申
告
を
す
る
と
き
に
、
社
会
保
険
料
控

除
額
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

※
令
和
７
年
分
か
ら
は
国
民
健
康
保
険
税
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
の

納
付
済
額
を
別
々
の
は
が
き
で
納
付
義
務
者

宛
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
お
知
ら
せ
を
紛
失
し
た
方
や
、
早
め
に
金
額

愛
知
県
特
定
最
低
賃
金

（
２
業
種
）の
改
正

　

特
定
最
低
賃
金

は
、
都
道
府
県
ご

と
に
特
定
の
産
業
に

つ
い
て
設
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
愛
知
県

で
は
、
令
和
7
年

12
月
16
日
か
ら
２

業
種
の
特
定
最
低

賃
金
額
が
下
記
の

通
り
改
正
さ
れ
ま

し
た
。

※
詳
し
く
は
、
豊
橋

労
働
基
準
監
督

署
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
豊
橋
労
働
基
準
監
督
署　

　
☎（
０
５
３
２
）54‐１
１
９
２

【
残
り
１
カ
月
で
す
！
】

特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者

健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
「
生
活
習
慣
病
」の

芽
を
早
め
に
見
つ
け
ら

れ
る
方
法
が
健
診
で

す
。
１
万
円
相
当
の

検
査
が
無
料
で
受
け

ら
れ
ま
す
。

を
知
り
た
い
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課
保
険
税
係　
☎
23‐７
４
０
３　

▼
保
険
年
金
課
医
療
係　
☎
23‐３
５
１
４

▼
高
齢
福
祉
課
長
寿
介
護
係　
☎
23‐３
２
１
７

　親子交流館すくっとで、マイナンバーカードの出張登録
を行います。所要時間は10分程度で簡単に申請が完了し
ます。写真撮影も無料なので、まだお持ちでない方はこ
の機会にお立ち寄りください。
開催場所：親子交流館すくっと
日時：１月1７日（土）～１８日（日）
　　　午前１０時～午後４時
その他：申請者には粗品を贈呈

登録して便利
◦本人確認書類として使える！
◦健康保険証として使える！
◦図書館利用カードとして使える！
◦コンビニで住民票の写しなどの

公的な証明書を取得できる！
◦確定申告や証明書の郵送請求

など、オンラインで行政手続き
ができる！

親子交流館すくっとで !
マイナンバーカードの出張申請を受け付けます

◀市ＨＰ

▶市民課　☎23‐351１

▲国保後期HP

▲介護HP

特定最低賃金名
（業種）

最低賃金額
（時間額）

鉄鋼業 １,175円

輸送用機械器具
製造業 １,146円
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